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再生計画策定完了案件の概要 

○令和２年度第４四半期（令和３年１月～３月）に再生計画策定支援を完了した案件の概

要を一覧にしています。 

○令和２年度第４四半期（令和３年１月～３月）に再生計画策定支援を完了した案件は、

１４３件でした。 

○このうち、実施要領に示す抜本的な内容を伴う再生計画としての基準（※）を満たす案

件は、６８件ありました。これらの案件では、事業面での取組に加え、金融面において、

リスケジュールのほか、第二会社方式等の抜本的な手法を用いた再生計画となっています。

（概要１） 

○また、上記以外の案件は、７５件ありました。これらは、事業面での取組みとともに、

金融面において、主にリスケジュールの手法を用いた再生計画となっています。（概要２） 

※ 「中小企業再生支援協議会事業実施基本要領」に示す抜本的内容を伴う再生計画の基準

・当要領「 ６．再生計画策定支援（第二次対応） （５）再生計画案の内容 」では、再生計画策定支

援（二次支援）について下記のとおり数値基準を定めています。 

  ①実質的に債務超過である場合は、３～５年以内を目処に、実質的な債務超過を解消する。 

  ②経常利益が赤字である場合は、概ね３年以内を目処に、黒字に転換する。 

③再生計画の終了年度（原則として実質的な債務超過を解消する年度）における有利子負債の対キ

ャッシュフロー比率が概ね１０倍以下。 

（注）企業の業種特性や固有の事情等に応じた合理的な理由がある場合には、これを排除するものでは

ない。 
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